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第一節 総説

本報告では、国際取引のうち、一般に貿易取引 といわれる物品の売買およびそれに

関連 してなされ る取引(具 体的には、運送、保険、代金決済の各取引)に 関する韓国

の私法的規制を概観する噌。

貿易取引は通常次のような過程 を経て行われる(こ こでは最も典型的なケースであ

るCIF条 件売買で代金決済を荷為替信用状 によるとするケースを前提 として説明す

る)。まず、複数国に所在する当事者が売買契約を締結する。次に、買主は売買契約に

基づき自己の取引銀行に対 して荷為替信用状の開設を依頼する。続いて、買主の取引

銀行は荷為替信用状 を売主に通知 ・交付する。一方、売主は売買契約に基づき船会社

と運送契約 を締結 し、損保会社 と保険契約を締結する。次に、売主は船会社か ら入手

した船荷証券、損保会社か ら入手 した保険証券 に自己の商業送 り状 を添えて為替手形

を振 り出す。商業送 り状などの売主が買主に提供すべ き書類を総称 して船積書類 とい

う。さらに、売主か ら船積書類などの提供を受けた買主の取引銀行は支払いを行 う。

最終的には、買主が取引銀行に支払 をして船会社か ら商品を受け取ることになる23。

1韓 国法 については以下の邦書な ど参照
。志津 田氏治 『海商法の諸問題:韓 国海商法 との比較 』

(1984年)鄭 鍾休 『韓国民法典の比較法的研究』(1989年);石 川明他編 『韓 国民事法の現代的

諸問題』(1991年);小 島武司他編 『韓 国法の現在(上)(下)』(1993年);金 祥深 『韓国

民事訴訟法』(1996年);高 翔龍 『現代韓 国法入門』(1998年);早 稲 田大学編 『日本 ・中国 ・

韓国における会社法 ・証券取引法の変革 と新たなる展開』(2000年)。
2貿 易実務全般 については

、浜谷源蔵 『最新貿易実務(増 補改訂版)』(1997年)に 詳 しい。貿易

取引法一般 については、絹巻康史 『国際取引法入門 貿易取引への法 的アプローチ』(1995年);

山田錬一 ・佐野寛 『国際取 引法[新 版]』(1998年)な どを参 照。 また、本報告書で検討 して
い る国際取 引法規 を幅広 く収録 してい る法令集 として、澤田嘉 夫編 『解説 国際取引法令 集』

(1994年)が あ る。なお、国際取引法規 に関す る有益なホームページ として以下の ものがある。
http:〃wwwJus.uio.nollmlindex.html

3貿 易取 引を含め国際取 引一般の契約書式については
、国際事業 開発株 式会社編 『国際取引契約書

式集』(1992年);国 際商事仲裁協会 『標 準契約条項 』などがある(国 際商事仲裁協会 につい

ては、注30参 照のこと)。 特に売買については、 田中伸幸 ・中川英彦 ・仲谷卓芳編 『国際売買

契約ハ ン ドブ ヅク[改 訂版]』(1994年)に 詳 しい。 また、書式ではないが、ハ ングル語 ビジ

ネス レター に関する邦語文献 として、ゼイ相烈 『ハ ングル ビジネス レターの書 き方』(1997年)

がある。なお、韓国貿易センターのホームペー ジ(http:〃 …kotra.or.jp/)も 参照。
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なお、 第二節 以下で は、 売買 ・運 送 ・保険 ・代金 決済 に関す る私 法的規制 だけで は

な く、契約 当事 者間で紛争 が発生 した場合 に特 に重要 な国際私 法 お よび仲裁 に関す る

法規制 につ いて も説明す るこ とに したい4。

第二節 国際私法

各国 の私 法(民 法 や商法)の 内容 が異 な って い るこ とか ら、貿 易関係 の ような、 国

際間 にまたが る、 いわゆ る渉外 的私法 関係 につ いて、い ずれの国 の法律 を適用 す るか

の問題 を取 り扱 うのが国際私 法で ある5。そ して 国際私 法 によって渉外 的私 法 関係 に適

用 され るもの として決定 された私 法(例 えば民法 ・商法)の こ とを準拠法 とい う。

わが国で 国際私法 に 当たるのは 「法例 」 とい う名称 の法律 であ るが、貿易取 引契約

の準拠 法 について、法例 は、 当事者 自治 の原 則 すなわち契約 当事者 がその準拠法 を決

定 す るこ とがで きる との原 則 を採 用 して いる(7条1項)。 した がって、契 約(書)中

で 「本契約 の準拠法 は韓 国法 とす る」 とか 「本契約 か ら生 ずるすべ ての問題 は韓 国法

に よって規 律 され る」 とされてい る場合 には、韓国法 が適用 され るこ とになる。

韓 国で国 際私 法 にあた るの は 「渉外私法 」 とい う名称 の法律 であ る6。 本法 は、わが

国の法例 とは異 な り、 国際私法 に関す る規定 のみ をおいてい る。本法 は、 全三章 か ら

なるが、 第 一章 総則 は国際私法 の通則 を、第 二章民事 に関 する規 定 は一般 に国際私 法

規定 と呼ば れる ものを、第 三章商 事 に関 する規 定 は特殊財 産関係 に関 する規 定 をおい

てい る。第三章 商事 に関す る規定 は、わ が国の法例 にはみ られ ない特色 あ るものであ

る。

貿易取 引契約 の準拠法 につ いて、渉外私 法は9条 に規 定 を設 けて いる。同条 によれ

ば 「法律 行為 の成 立お よび効 力 については 当事者の意思 に依 って適用 すべ き法律 を定

める。ただ し当事者の意思 が分 明でない ときは行為地法 に依 る。」 もの とされ てい る。

わが 国の法例 の7条1項 と2項 を一 つに ま とめた もので あ ると理解 で きよ う。そ れゆ

え、渉外 私法 において も、 貿易取 引契約の準拠 法 につい て、 当事 者 自治 の原 則が採 用

されてい る といえる。

渉外私 法は、特定種 類 の契約 にっ いては、特 別な規定 を設 けて い る。 まず、銀行業

務(に 関 す る事項 お よび効 力)は その銀 行が属 す る国の法 に よる とされ る(渉 外私法

30条)。 次 に、運送取 扱契約(に よる当事者 の権利 ・義務)は 運送取 扱業者 の住所地

4韓 国法 を邦訳 した文献 と して
、法務 大臣官房司法法制調査部編 『韓国六法』がある。 また、韓 国

法邦 訳の ホー ムペ ー ジ(韓 国WEB六 法)も あ り、 その ア ドレスは以 下 の とお りで あ る。

httP:11…geocities.co.jpAAVallStreet191331
5国 際私法については

、木棚照一 ・松 岡博 ・渡辺 『国際私法概論[第3版1』(1998年)な ど参照 。
6韓 国国際私法については

、久保岩太郎 「韓国国際私法」 『青山学院創立九十周年記念法学論文集』

(1964年)所 収、257頁 以下参照。同教授による渉外私法の邦訳は、笠原俊 宏 『国際私法立法総

覧』(1989年)202頁 以下 に転載 されている。本報告書の邦訳は、久保教授によった。
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法 に よる とされ る(同32条1項)。 この運送 取扱業者 が商事会社 であ る ときはその営

業所所在 地 の法 律 に よるこ とにな る(同32条2項)。 さ らに、保 険契 約(に よる権利 ・

義務)は 保 険者 の営業所所在 地法 に よる とされ(同33条1項)、 保 険証券 を基 礎 とす

る保 険契約 上 の権利 の譲渡 また は質入 は保 険業 者 の営業 所所 在 地法 に よる とされ る

(同33条2項)。

第三節 物品売買

それで は、貿易 取引 の流 れ に一応従 い、売 買、運 送、保 険、決 済の各取 引 に関す る

韓国の私法的法規 制 をみてい こう。

売 買について、わが 国では民法 ・商法 に一連 の規定 があ る7が 、韓 国で も 「民法」・「商

法」に一連の規定 があ る。韓 国法 の諸規定 は 日本法 の諸規定 ときわ めて類 似 してい る8。

現在、韓 国 との貿易取 引(売 買)に お いては、 どの ような商 品が輸 出入 されてい る

ので あろ うか。 この点 につい ては、 日本 で使 用 され てい る トレー ド ・ター ムズの実態

調査 を行 ったあ る報告書9の 「No.1ア ンケー ト(社 団法人 日本荷主協 会加盟 企業の

使用 す る トレー ド ・ター ムズ)回 答分析 」か らも知 るこ とがで きる。本報告 は、貿易

取 引を以下 の4つ に分 けてい る。すなわ ち、船舶 利用 貿易取 引(輸 出)、 船舶利 用貿

易取 引(輸 入)、 航 空機利用 貿易取 引(輸 出)、 航空機利 用貿易取 引(輸 入)の4つ で

ある。 まず船舶 利用 貿易取 引(輸 出)に おい ては、 不明 回答 を除 く96件 の うち、化

学 品17.7%、 そ の他 の一般機 械12.5、 繊維 品9.4%、 鉄鋼8.3%、 金 属製 品 ・非鉄金

属6.3%、 精密機械6.3%、 金 属加工機械5.2%、 重電機 器5.2%、 自動車5.2%の 順位

とな って い る。次 に、船舶利 用貿易取 引(輸 入)に おい ては、不 明回答 を除 く32件

の うち、繊 維製 品40.6%、 その他 の加 工製 品15.6%、 金 属品12.5%、 機械 電気機器

9.4%、 そ の他 の原材料 品6.3%、 化 学品6.3%の 順位 とな って い る。続 いて航空機 利

用貿易取 引(輸 出)に おいて は、不 明回答 を除 く41件 の うち、金 属加工機 械26.8%、

精密機械22.0%、 金属製 品 ・非鉄 金属9.8%、 事務 用機 械7.3%、 その他 の軽 工業 品

7.3%、 半導体 お よび関連製 品4.9%、 繊維 品4.9%の 順 位 とな ってい る。最後 に、航

空機 利用 貿易取 引(輸 入)に お いては、 不明 回答 を除 く8件 の うち、機 械電 気機器

50.0%、 繊 維製 品50.0%の 順位 とな ってい る。

貿 易取引 に関 して はFOB、CIF等 とい った定 型取 引条件(tradeterms)が 存在 して

お り、韓 国 との貿易取 引 にお いて も使用 されて いる。韓 国 との取 引で どの よ うな定型

7日 本法 の売買に関する諸規定 については
、例えば、江頭賢治郎 『商取引法(第2版)』(1996

年)1頁 以下参照。
8具 体的 には

、注4の 文献参照。
9日 本大学産業経営研 究所 『我国で使用され る トレー ド ・タームズ(貿 易定型取引条件)の 動向調

査』(1997年)。 なお、小林晃 『我国で使用され る トレー ド ・タームズの実証的研究』(1999

年)も 参照。
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取 引条 件 が使 用 され てい るかは前記 動 向調 査報 告書で取 り上 げ られて い る。「総合 商

社A社 の使 用す る トレー ド ・ター ムズの国別、商 品別分析 」によれば、以下 の とお り

であ る。船舶利用 貿易取 引(輸 出)で は、とFOB76.7%、CIF15.7%、C&F6.O%

とい う順序 であ る。船 舶利用 貿易取引(輸 入)で は、FOB64.9%、C&F24.6%CIF

9.6%の 順 序で ある。航空機 利用 貿易取 引(輸 出)で は、FOB76.4%、CIF15.2%、

C&F4.7%の 順 序 であ る。航 空機 利用 貿易取引(輸 入)で は、FOB88.7%、C&F

4.7%、CIF4.3%の 順序 であ る。

韓 国 との取 引 において も、他 国 との取 引の場合 と同 じように、CIFC&FFOBの

三取引条件 が重要 である といえ よう。

で は、 かか る取 引条 件の解釈 はい かな る国際規則 に準拠 してい るのであ ろ うか。 か

か る取引条件 の解釈 について はイ ンコタームズ によ ってい る とい って よい のではない

か と思 われ る。 イ ンコター ムズ とは、国際商業会 議所10が 作成 した 「定 型取 引条件 の

解釈 に関 す る国際規則 」の こ とで ある。イ ンコタームズ(2000年 版)で は、13種 の

定型 取引条件 が取 り上 げ られ、 その それ ぞれの取 引条件 につ いて売主及 び買主 の義務

が列挙 され てい る11。 こ こでは実際上 の重要性 に鑑 み、FOB(本 船渡)条 件 、CIF(運

賃保 険料 込み)条 件、C&F(運 賃込 み)条 件 の3つ を中心 に取 り上 げる12。

FOB(FreeonBoard)条 件 は、売 買契約上定 め られた船 積港 にお いて売主 が船舶 に

物品 を船 積 みす る ことによ り売 主の 引渡義務 が完 了す る契約条件 で あ る。イ ンコター

ムズ によれ ば、FOB条 件 にお いて、売主 は以下 の ような義務 を負 う。1、 売 買契 約 に

適合 した物 品 を供 給 する こ と(A--1)2、 約定 品を約定 日(期 間内)に 買主 が指定

する本船 上 で引渡 す こと(A-4)こ れ に対 して、 買主 は以下の ような義務 を負 う。

1、 売買契約 の定 めに従 って代金 を支払 うこと(B-1)2、 自己の費用 で運 送契約 を

締結 し、売主 に対 して船積 に関 す る十分 な情 報 を与 え るこ と(B-3、B-7)3、 本

船上 で約定 品の引渡 を受 ける こと(B-4)

CIF(Cost、lnsuranceandFreight)条 件 は、売主 が売買契約上 定め られた仕 向地 ま

での海上運 賃 お よび海上保 険料 を負担す る契約 条件で ある。イ ンコ タームズ に よれば、

CIF条 件 において、売 主は以下 の ような義務 を負 う。1、 売買契約 に適合 す る物 品を供

給 す るこ と(A-1)2、 自己の費用 で運 送契約 を締結 し、運送 書類 を 買主に提供 す

る こと(A-3)3、 自己 の費用で保 険契約 を締 結 し、保 険書類 を買主 に提供 す るこ

と(A-3)こ れ に対 して、 買主は以下 の ような義 務 を負 う。1、 売 買契約 の定 め に従

って代金 を支払 う こ と(B-1)2、 約定 品 の引渡 を受 ける こ と(B--4)3、 運送

10国 際 商 業 会 議 所(lnternationalChamberofCommerce)は
、 ヨ ー ロ ッパ と ア メ リカ の 産 業 界 の

リー ダ ー に よ っ て1919年 に 設 立 さ れ た 国 際 的 な 民 間 団 体 で あ る 。 一 般 にICCと 略 称 され 、 イ ン

コ タ ー ム ズ の ほ か 信 用 状 統 一 規 則(第 六 節 参 照)な ど を作 成 して い る 。ICCに は ホ ー ム ペ ー ジ が

あ る が 、 そ の ア ドレ ス は 、 以 下 の とお りで あ る 。http:〃www.iccwbo.orgl
tl『2000年 イ ン コ タ ー ム ズ 』 お よ び 『2000年 イ ン コ タ ー ム ズ の 手 引 き』 は

、 い ず れ も 国 際 商 業 会

議 所 日本 委 員 会 か ら 入 手 で き る 。 な お 、 イ ン コ タ ー ム ズ に つ い て は 、Bredowetal.INCOTERMS

19902Auf.1994も 参 照 。
12こ れ ら の 取 引 条 件 に つ い て は

、Sasson&Merren、CIF.andFOB.Contracts3rded.1984に 詳 し

い 。
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書類 が契約 に合 致 する ときは これ を受領 す るこ と(B-8)運 送書類 の中で 最 も代表

的な ものは海上運送 に関す る書類で ある船荷証券 である。

C&F(CostandFreight)条 件 は、CIF条 件 といわば兄 弟の関係 にあ る条件 で、 売

主に保 険契約締結義務 がない こ とを除 けば、 あ とはCIF条 件 と同 じと考 えて よい。

FOB条 件 、CIF条 件(C&F条 件 も)は い ずれ も海上運 送用 の条件で あ り10、 いず

れ も船積地 にお いて物 品を引 き渡 す積 地売 買(条 件)で あ るこ とか ら、船積 港 にお い

て物 品が本船 の舷側 手摺 を通 過 した ときに、危 険 が売 主か ら買主 に移転 す る(FOBA

-5 、B-5;CIFA-5、B-5)o

イ ンコ ター ムズは、 売主 ・買主 の権利 ・義務 を定 めてい るが、各 当事者 が かか る義

務 に違反 した場合 の効 果 につ いては言及 してい ない。従 って、 義務違反 の効果 お よび

相手 方の救済 について は、 当事者 が契約 中で定 めて いなけ れば、各 国国内法 または条

約 の規定 が適 用 され るこ とになる。

韓 国法 について は、 すで に述べ た ように、民法 ・商法 の なか に売 買に関す る規 定 が

設 け られてい る。

条 約 につ いては、1980年 の 「国際物 品売 買契 約 に関する国際連合 条約」(1988年 発

効)13が あ り、 当事 国は2001年2月 現在で58力 国 にお よぶ が、韓 国 ・日本 とも当事

国 とな ってはい ない。しか し、本条 約は今後 ます ます重要 性 が増 す と考 え られ るので、

ここで も簡単 なが らと りあ げるこ ととしたい。

本条約 は、 国連 国際商 取 引法委員会(UNCITRAL)14が 作成 したもので 、全文101

力条か らな り、大 き く4部 に分 かれて い る11。 条約 の適 用範 囲及 び総則規定 を定 めた

第1部(適 用 範 囲及 び総 則)に 続 いて第2部(契 約 の成 立)で は、 申込 ・承諾 な どに

ついて規定 が ある。第3部(物 品の売 買)は 、売主 ・買主の権 利 ・義務 について詳 細

に規定 して いる。売 主の主 たる義務 と しては、1物 品の引 き渡 し2関 連書類 の交

付3物 品の所有権 の移 転 の3つ が挙 げ られてい る(本 条約30条 参照)。 売主 の

義務 不履 行の場合 に買主 に与 え られ る救済 には、1履 行請 求2契 約解 除3代

金減額4損 害賠償 の4つ があ る(条 約45条)。 買主 の主た る義務 は、1代 金支

払 い2物 品の 受領 の2つ で ある(条 約53条)。 買主 の義務不履 行の場合 に売主

に与 え られ る救 済 には、1履 行請 求2契 約解除3損 害賠 償 の3つ が ある(条

約61条)。 第4部 は、最終規定 であ る。

13国 連 物 品 売 買 条 約 に 関 す る 邦 語 文 献(図 書)と して 以 下 の も の が あ る
。新 堀 聰 『国 際 統 一 売 買 法

一 ウ イ ー ン 売 買 条 約 と 貿 易 契 約 』(1991年);曽 野 和 明 ・山 手 正 史 『国 際 売 買 法 』(1993年);

シ ュ レ ヒ ト リー ム 『国 際 統 一 売 買 法 』(1997年);甲 斐 道 太 郎 他 編 『注 釈 国 際 統 一 売 買 法1ウ

イー ン売 買 条 約 』(2000年)。
14国 連 国 際 商 取 引 法 委 員 会(UnitedNationsCommissiononlnternationalTradeLaw)は

、 「国 際

商 取 引 法 の 漸 進 的 調 和 お よ び 統 一 の 促 進 」 を 目的 と して1966年 に 設 立 さ れ た 国 連 総 会 直 属 の 委

員 会 で あ る 。 一 般 にUNCITRALと 略 称 さ れ 、 国 連 物 品 売 買 条 約 の ほ か 国 際 商 事 仲 裁 模 範 法 な ど

を 作 成 し て い る 。UNCITRALに も ホ ー ム ペ ー ジ が あ る が 、そ の ア ドレ ス は 、以 下 の と お りで あ る 。

http:〃www.un.or.at/uncit「al1
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第四節 物品運送

次 に、運送 について であ るが、運 送は それが行われ る場所如何 によ り陸上運送、 海

上運 送、航空運 送 に分 ける こ とがで きるが、 以下で は海 上運送、航 空運送 を取 り上 げ

る。

第 一に、海上運 送 にっいてで あるが、わ が国は1924年 の 「船荷 証券 に関 するあ る

規則 の統 一 のための国 際条 約」(ハ ー グ ・ルール)を 批 准 し、それ に伴 い国際海上物 品

運送法 を制定 してい る15。

これに対 して、韓 国 もハ ー グ ・ヴ ィス ビー ・ルール を批 准 してい るが、 わが国 とは

異な り 「商法(第 五編海 商)」 の なか に と りいれ られて いる。その 内容 は、基本 的 には、

国際海上物 品運送 法 と同 じであ る といって差 し支えない ように思わ れる16。

海上運 送人は、堪 航能力注 意義務 と運 送品 に関す る注意 義務 を負 ってい る。す なわ

ち、前者 の義務 について いえば、運送 人は、発航 当時、船舶 が安全 に航 海 をす るこ と

がで きる ようにすべ きで あ り、必要 な船 員の乗船 ・船 舶議 装お よび必要品 の補 給 をす

べ きで あ り、運送 品を積載 すべ き場所 を運送 品の受取 ・運 送 ・保存 のため適 す る状態

にお かなければ な らない(商 法787条)。 後者 の義務 にっいてい えば、運送 人は運送

品の受取、船 積、積付 、運送 、保 管、 陸揚お よび引渡 に関 して注意義務 を負 ってい る

(同 法788条1項)。 運 送 人は、自己または船 員 その他 の船舶使 用人 が注意 を解 怠 しな

か ったこ とを証明 する こ とがで きな ければ、運送 品の滅失、殿 損 または遅延 に よる損

害 を賠償 しなけれ ばな らな い。韓 国商法 も、国際海 上物 品運送 法 と同 じく、運送 人 の

運 送品 に関す る注意義 務 をその受取 か ら引渡 まで延長 して お り、 また、運 送 人に よっ

て賠償 され るべ き損害 と して滅 失、殿損その他延着 による損 害 を挙げてい る。

もっ とも、運 送人 は、一定 の場合 には免責 され る もの とされてい る。運 送 人は、航

海 上の過 失 または火 災の場合 には免責 される。 すなわち、運送 人は、船 長、海 員、水

先 人その他 の船舶 使用 人の航海 または船舶 の管理 に関す る行為 または火 災 に よ り生 じ

た運 送品 に関す る損害 を賠 償 する責任 を免れ る(同 法788条2項)。 また、運 送人は、

一定 事実 の存在 お よび運 送品損害 がそ の事実 よ り通常生 じうる もので ある こ とを証 明

する ことがで きれば、免責 され る(同 法789条2項)。 注 目され るの は、一定 事実(1

号 か ら11号 まで)の なか に 「船舶 の隠れ た理疵」 が含 まれ てい るこ とであ る(同11

号)。

運送 人は、損 害賠償額 を、当該 運送 品の各 包装 あた りまたは船積 単位 あた り500計

算単位 の金 額 まで制限 する こ とが で きる(商 法789条 の21項 本文)。 しか し、運送

品 に関す る損害 が運送人 自身の故意 またはそ の損害 が発生 す るお それが ある こ とを認

15ハ ーグ ・ルールを国内法化 した国際海上物 品運送法 については、戸 田修三他編 『国際海上物品運

送法』(1997年)に 詳 しい。
t6韓 国海商法については

、志津 田 ・前掲注1の 文献の他、太平洋合 同法律事務所 「韓国海商法の改
正」海事法研究会誌115号(1994年)18頁 以下 も参照。
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識 しなが ら無謀 に した作為 または不作 為か ら生 じた ものであ る ときは、 この限 りでは

ない(同 但書)。

韓国商法 は、船荷 証券 にっ いて も規定 を設けてい る(同813条 以下)17。

第二 に、航空 物品運 送 にっ いては、1929年 の 「国 際航 空運送 につい てのあ る規則 の

統一 に関 する条 約」(ワ ル ソー条約)が あるが、韓 国 も 日本 もワル ソー条約 を改正 する、

1955年 のハ ーグ議 定書 を批 准 してい るので、同議定 書 によって改正 された ワルソー条

約(改 正 ワル ソー条約)が 適用 され るこ とになる18。

改 正 ワル ソー条約(以 下 では ワル ソー条 約 と略称)は 運送 人 の責任 につ いて過失 を

推定 し、無 過失 の立証責任 を運送 人 に負わせ る一方で、運 送人 の責任 に限 度額 を設 け

てい る。

すなわ ち、航空運 送 中の事故 に よる物品 の破 壊、滅失 、殿損 に よる損害及 び物 品の

航空運送 にお ける延着 か ら生 じる損 害 にっ いて、運送 人は責任 を負わ なけれ ばな らな

い(ワ ル ソー条約18条1項 、19条)。 航空運 送 中 とは、物 品が飛行場 も し くは航 空

機 上 において また は、飛行 場外 に着陸 した場 合 には場所 の如何 を問わず運 送 人の管理

の も とにあ る期 聞 をい う(18条2項)。 運送 人 が責任 を免 れるた めには、 自己お よび

その使 用人 の無過 失を証明す る こ とが必要であ る(20条)。 運 送 人の責任限 度額 は、

物 品1㎏ につ き250フ ラン(約6千 円)で ある(22条2項a号)。

もっ とも、責任限度額 の適 用 され ない例 外の場合 が3つ 存在 して いる。第一 に、荷

送 人が運送 人 に物 品 を引 き渡 す際 に、 その価額 を 申告 し、 必要 な割増 料金 を支払 った

場合 には、 この限 度額 は適 用 され ない(同 号但書)。 第 二 に、物 品の損害 が、運送 人 ま

たはそ の使 用人 の 「損害 を生 じさせ る意図 を もって、 または無謀 にかつ損 害の生 ず る

おそ れがあ るこ とを認識 して行 った」行為 か ら生 じた こ とが証 明 され た場合 には、運

送人 は責任 限度額 を援用 す るこ とはで きない(25条)。 この規定 は英 米法の考 えを と

りいれた もの と理解 されてい るが、改正前 の規定 と類似 性 のあ るもの とい え よう。改

正前 ワル ソー条 約25条 では、運 送人 は故意 または故意 に相 当す る と認め られる過 失

があ る場合 には責任 限度額 を援 用 する ことはで きない もの とされて い た。最 高裁 判決

で、 故意 に相 当 する と認め られ る過 失 とはわが 国では重過 失の こ とであ る とす るもの

があ る。第 三 に、航 空運送 の書類で あ る航空運送状 の不発 行、 ワルソー条約 に関 する

注意書の航 空運送状 への不記載 の場合 には、運送 人 は責任 限度額 を援 用 する こ とはで

きない(9条)。

17海 上 運 送 で 使 用 さ れ る書 類
、例 え ば 船 荷 証 券 ・傭 船 契 約 書 な ど の 書 式 に つ い て は 、 日 本 海 運 集 会

所 『日 本 海 運 集 会 所 契 約 書 式 集 』に 収 録 さ れ て い る 。ち な み に 、 日本 海 運 集 会 所(JapanShipping

Exchangelnc.)は 、海 事 に 関 す る 商 取 引 の 健 全 な 進 歩 発 達 を 図 り、広 く海 事 関 係 諸 産 業 の 隆 盛 に

寄 与 す る こ と を 目的 と し て1921年 に 創 立 さ れ た 機 関 で あ る。 本 集 会 所 に も ホ ー ム ペ ー ジ が あ る

が 、 そ の ア ド レス は 以 下 の とお りで あ る 。http:〃www.jseinc.org1
18(改 正)ワ ル ソ ー 条 約 に つ い て は 以 下 の 文 献 参 照

。 ま ず 邦 語 文 献 と して は 、 坂 本 昭 雄 『国 際 航 空

法 論 』(1992年)236頁 以 下;関 口雅 夫 『国 際 航 空 運 送 人 の 責 任 制 度 』(1998年)4頁 以 下;

坂 本 昭 雄 『新 しい 国 際 航 空 法 』(1999年)147頁 以 下 、次 に 外 国 語 文 献 と して は 、GiemullaetaL、

WarschauerAbkommen-lnternationa-lesLufttransportrecht-Kommentar1986;Goldhirsch、

TheWarsawConventionAn-notatedALegalHandbook1988
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航 空運送 において 、海上運送 の船荷証 券 に相 当す る書類 は航 空運送状 で あ るが、航

空運 送状 は、荷 送人 が作成 して運 送人 に交付 す るこ とにな ってい る(5条1項)。 実務

では、航 空貨物 代理店 が これ を作成 して い る。航空運 送状 の記 載事項 も、船荷 証券 と

同 じように法定 され ている(8条)19。

第五節 貨物保険

続 いて、保 険の なかで最 も重 要な海上保険 について説 明す る。

わが国で は商 法 の中 に海上保 険 に関 する規 定 はあるが、 国際貨物保 険(一 般 に外航

貨物 保険 と呼ばれ る)は 、イギ リス の法 と慣 習 に準拠 して な され てい る2。。「イギ リス

海 上保 険法 」に よれ ば、海損(海 上損害)は 、全損 と分損 に分 け られ る。全 損 とは被

保 険利益一貨物 につ き保険事故 が発生 す るこ とによ り保 険契約 の利益 を受 け る者が損

害 を被 る恐 れのあ る経 済的利益 の こ と一 が全部滅失 した場合 をい い、 それ 以外 の場合

が分損で ある。分損 の 中には、被 害 を受 けた者 のみ が損害 を負担 する単 独海 損 とそれ

以外 の者 も損 害 を負担 す る共 同海 損 が含 まれ る。また、分損 には、損 害防止 費用や救

助料 な どの費用損害 も含 まれ る。

わが国 の損保 会社 は、今 日二種 の保 険証券 を使用 して いる。依 然 と して 多 く使 用 さ

れ てい るのが一般 に旧証券 と略称 され る、 ロイ ズSG保 険証券 を模範 と した英 文保 険

証券 であ り、そ の裏 面 には一般 に旧約 款 と略称 され る協会 貨物約款 が印刷 されて いる。

も う一種 が一般 に新証 券 と略称 され るロイズ海上保 険証券 を模 範 とした英文保 険証券

で あ り、その裏面 には一般 に新 約款 と略称 され る新協 会貨物 約款 が印刷 され てい る21。

以下ではわ が国の保 険証券 を対 象 としてその 内容 を説明 する こ とに したい 。わが国

においては依然 と して 旧証券 が多 く使用 されてい る ことか ら、 旧証券 につ いて詳 しく

説 明 し、新証券 については簡単 に言及 す るに とどめ たい。

旧証券の表 面の うち右側3分 の2の 部 分が 「証券本文 」 と呼ばれ る もの で、 これ に

対 して追 加 的な規 定 を設 けて いるのが左側3分 の1の 「欄外 約款 」で あ る。これ らの

証券 表面 に対 し、 さ らに裏面 にあ る協会貨物 約款が契約 内容 の補 足 ・修 正 をな してお

り、 きわめて複雑 な様 式の証券 とい える。証券 本文 のなかで もっ とも重要 な約款 がい

s9航 空 運 送 状 に つ い て は
、 来 見 田 実 『新 訂 航 空 貨 物 の 理 論 と 実 務 』(1995年)1M頁 以 下 参 照 。

国 際 航 空 運 送 協 会 は(lnternationalAirTransportAssociation)は 、 航 空 産 業 を代 表 し、 か つ 同 産

業 に 貢 献 す る こ と を 目 的 と して1945年 に 設 立 さ れ た 協 会 で あ る 。 一 般 にIATAと 略 称 され 、 航

空 運 送 状 の 統 一 様 式 も作 成 して い る 。 本 協 会 に も ホ ー ム ペ ー ジ が あ る が 、 そ の ア ド レス は 以 下 の

とお りで あ る。http:〃www.iata.org1
20わ が 国 の 外 航 貨 物 保 険 に つ い て は

、 東 京 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社 編 『損 害 保 険 実 務 講 座4貨 物 保

険S(1987年)56頁 以 下 参 照 。 イ ギ リ ス の 海 上 保 険 に つ い て は 、Arn◎uld、TheLawofMarine

InsuranceandAverage、16thed.1981な ど参 照 。
21わ が 国 損 保 会 社 が 使 用 して い る 英 文 保 険 証 券 に つ い て は

、葛 城 照 三 『1981年 版 英 文 積 荷 保 険 証

券 論 』(1981年)で 詳 細 な 検 討 が な さ れ て い る 。 な お 、 ロ イ ズ に も ホ ー ム ペ ー ジ が あ る が 、 そ

の ア ド レス は 以 下 の と お りで あ る 。http:〃www.110ydsoflondon.co.uklhomepageslwelcome.html
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わゆ る危 険約款で あ る。本約 款 によれば、保 険者 が担保 す る危 険は以下 の ものであ る。

1海 固有 の危 険2軍 艦3火 災4外 敵5海 賊6漂 盗7強 盗8

投 荷9捕 獲 免許状10報 復捕 獲 免許 状11襲 撃12海 上 にお け る占有 奪取

13あ らゆ る国王 ・君 主お よび 人民 の強 留 ・抑止 お よび抑 留14船 長 ・海員 の悪行

15そ の他 一切 の危 険 であ る。この うち欄外 約款で免責 され る危 険 を除 くと、証券

表面で保 険者 が担保 する危 険 は以 下の六 っで あ るこ とにな る。 すな わち、1海 固有

の危 険2火 災3強 盗4投 荷5船 長 ・海 員の悪 行6そ の他 一切 の危 険

で ある。 これ らの幾つ か につ いては、 イギ リス海上 保険法解釈 規則 に規定 が設 け られ

てい る。海 固有 の危険 につ き、解釈規則7条 は 「海 固有 の危 険 とい う文言 は海の偶 然

な事故 または災害 のみをい う。 この文言は風お よび波の通 常の作 用 を含 まない」 と定

義 してい る。 強盗 につ き、 解釈規則9条 は 「強 盗 とい う文言は、 ひそか な窃 盗、 また

は、海 員で あ る と旅客 であ る とを問 わず乗船 者 のあ る者 の行 った窃 盗 を含 まない 」 と

定義 してい る。船長 ・海員 の悪行 につ き、解釈 規則11条 は 「船 員の悪行 とい う文言

は、船 主 または場合 に よって は傭船者 に損害 を及 ぼ す船長 または海員 の故 意 に行 った

一切 の不正 行為 を含 む」 と定 義 してい る。 その他一切 の危 険 につ き、解釈 規則12条

は 「その他 一切 の危 険 とい う文言 は、保 険証券 に列挙 され た危 険 と同種類 の危 険のみ

を含 む」 と定義 してい る。 これ らの危険 に加 えて、証券 裏面 に印刷 されてい る協 会貨

物約款 のな かで さ らに保険者 が担保 す る危険が追加 され てい る。

保 険者 は本来担 保危 険に よって生 じた損害 をすべ ててん補 す るこ とにな るはずで あ

るが、外航 貨物保 険 の場合 には保 険者 はあ らか じめ約定 した損 害 のみ をて ん補 す る こ

とになる。保険 証券裏 面に印刷 されてい る協会 貨物約款5条 によれば、基本 的 な損害

て ん補条件 は、 分損不担保 条件 、分損担保条 件、全 危険担保条 件 の三つで あ る。全危

険担保条 件 は、原則 と して、すべ ての危 険 によって生 じた損 害 をて ん補 す るが、1貨

物 の固有 の欠陥 ・性 質 による損害2遅 延 に よる損害3戦 争 による損害4ス

トライキ に よる損害 は除外 され る。分損 不担保条 件 は、全 損、共 同海損お よび費用 損

害をてん補 する が、単 独海損 は、船舶 の座礁 ・沈没 ・大火 災、 または火災 、爆発、船

舶 の衝突 な ど特定 の事故 に よるもの(特 定分損 と呼 ばれ る)の みをて ん補 す る。分 損

担保 条件 は、分損 不担 保条件 にお け る損害 に加 えて、特定 の事故 によ らない単独海 損

(不 特定 分損 と呼ばれ る)を もて ん補 す る。 新 証券は、旧証 券 と異 な り、担 保危 険 に

関す る規定 もな く、いわ ば約款の 受 け皿 の ような ものであ る。 したが って新協会 貨物

約款 が契約 内容 を 自己完結 的 に規定 して いる。新 約款 も三っ あ り、 それぞれA条 件 、

B条 件、C条 件 と呼ばれて いる。新約款 において は第1条 に掲 げ られ た担 保危 険 によ

って生 じた損害 がて ん補 され るが、第4条 か ら第7条 まで に該当す る場合 にはてん補

され ない。ち なみに、第4条 は一般 免責約 款、第5条 は不堪 航お よび不適合 免責約款 、

第6条 は戦争免責 約款、第7条 はス トライ キ免責約 款で あ る。わ が国の損保 会社 は、

いわゆ るロイズSG保 険証券 を模 範 とした英文保 険証券 を使 用 して お り、 その裏面 に

は協会貨 物約款が 印刷 されて い る。
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第六節 代金決済

韓国 との貿易取 引におい ては、 どの ような決済手段 が利 用 されて い るので あ ろ うか

22
。

前記動 向調査 において は、代金決 済手段 について もア ンケー ト調 査 してい る(No.1

ア ンケー ト回答分析)。 それ によれ ば、1.船 舶利 用貿易取 引(輸 出)に お いては、不

明回答 を除 く90件 の うち、信用状付 荷為替手形90.0%、 信 用状 な し荷為替 手形4.4%、

送金 為替3.3%%、 その他2.2%の 順位 となってい る。2.船 舶利 用貿易取 引(輸 入)

にお いて は、回答39件 の うち、信 用状付荷 為替手形79.5%、 送金為 替17.9%、 信用

状 な し荷為 替手形2.6%の 順位 とな ってい る。3.航 空機 利用 貿易取 引(輸 出)に お い

ては、 回答47件 の うち、信用状付 荷為替 手形57.4%、 送金為替25.5%、 信 用状 な し

荷 為替手形12.8%、 その他4.3%の 順位 とな って いる。4.航 空機 利用 貿易取 引(輸 入)

において は、回答12件 の うち、信 用状付荷 為替手形66.7%、 送金為替33.3%と なっ

てい る。

ここで は韓 国 との貿易取 引で も使用 されて いる荷 為替手形 と荷為替信 用状 を特 に取

り上げ る。 この うち、 荷為替手形 は、船積 書類(船 荷 証券、保 険証券、 商業送 り状 な

ど)の 添付 され た為 替手形 の ことをい う。かか る荷為 替手形 には2つ の種 類 がある。

一つはD/P(DocumentsagainstPayment)条 件 の もの であ り
、 もう一 つはD/A

(DocumentsagainstAcceptance)条 件 の ものであ る。前者 は為 替手形 の支払 と引換

に船 積書類 を引 き渡 す条件 の もので あ り、後 者 は為替 手形 の引受 と引換 に船積書類 を

引 き渡す条件 の ものであ る。為替 手形 の引受 とは為替 手形 の支払人 が手形 金額 の支払

義務 を負担 す るこ とをい う。

かか る荷為替 手形 の取 り立て に関 して は、国際商業会議 所 が1978年 に作 成 した 「取

立統 一規 則」(最 新 版は1995年 版)23が あ る。本規則(1995年 版)は 全部で23力 条

か らな り、総則 と定義、 義務 と責任 、呈 示、 支払、 引受な どの見 出 しの もとに取 立取

引における手続 き、 当事者 の義務 お よび責任 について規定 してい る。

次 に、荷為替信 用状 であ るが、 これは、 買主(発 行依頼 人)の 依 頼 に基 づ いて、そ

の取 引銀 行(発 行銀行)が 一定 の条 件 の下 に売主(受 益 者)が 提 供す る書類 の支払い

な どを約束 した書 面の こ とで ある24。 売 主お よび 買主が 売買契約 の 中で代 金決 済 を荷

為替信用 状(以 下 、信用状 と略称)に よるこ とを合意 した場合 に、買主 は 自己の取 引

銀行 に売主 に対 す る信用状 の開設 を依頼 する。買主の取 引銀行 が信 用状 開設 に同意 す

22決 済 手 段 一 般 に つ い て は
、 例 え ば 、 高 桑 昭 ・江 頭 賢 治 郎 編 『国 際 取 引 法(第2版)』(1993年)

201頁 以 下 、 さ ら に 、 荷 為 替 手 形 に つ い て は 、 吉 原 省 三 編 『現 代 銀 行 取 引 法 』(1987年)頁 以 下

参 照 。
23『 取 立 統 一 規 則1995年 改 訂 版 』は

、ICC日 本 委 員 会 か ら入 手 で き る。 これ に 関 連 す るiCCの

出版 物 と し て 、 『取 立 統 一 規 則 の 手 引 き 』(1996年)が あ る 。
24荷 為 替 信 用 状 に つ い て は 以 下 の 文 献 参 照

。東 京 銀 行 シ ス テ ム 部 編 『貿 易 と信 用 状 』(1996年);

ア イ ゼ マ ン1シ ュ ヅ ツ ェ 『荷 為 替 信 用 状 の 法 理 概 論 』(1994年)(こ の 本 は 、EisemannISchUtze、

DasDokumentenakkkreditMmlnternationalenHandelsverkehr3Auf.1989の 翻 訳 で あ る)

66



る と、買主 ・取 引銀行 間 に信用状 開設契約 が締結 される。本契 約 に基 づ き、取 引銀 行

は売 主 に対 して信用状 を開設 する。売主 は信 用状で定 め られ た書類 を発行 銀行 に呈示

して支払 を受け るこ とになる。

荷 為替信 用状 に関 しては、 国際商業会議 所が1983年 に改訂 した 「荷 為替信 用状 に

関す る統 一規 則及 び慣 例」(以 下統 一規則 と略称一 最新版 は1993年 版)が ある25。 本

規則(1993年 版)は 全部で55力 条 か らな り、総則 と定義 、信用状 の形式 と通知、義

務 と責任、 書類、雑則 お よび譲渡 の見 出 しの もとに信用状 取引 におけ る手続 き、 当事

者 の義務お よび責任 について規定 して いる。

信 用状 は、発行銀 行 の確 約の有無 を基 準 として、取消不 能信用状 と取消 可能信 用状

に分 け られ る(統 一規則7条)。 取 消不能信 用状は、 関係 当事者 全員 の同意が なけれ

ば発行銀 行 が取 消 ・条 件 変更ので きない信用状 の こ とをい う(統 一規則10条)。 これ

に対 し、 取消 可能信用状 は、発行銀 行が事 前の通知 な しにい つで も取消 ・条 件 変更の

で きる信 用状 の こ とをい う(統 一規 則9条)。 実務 では圧倒 的 に取消不能 信用状 が利

用 され てい る。

信 用状 には2つ の重要 な原則 があ る。そ の一つは独立抽象 性 の原則 で あ り、 もう一

つは厳 格一致 の原則 であ る。独 立抽象性 の原 則 とは、信用状(債 務)は 信用状 発行 の

原 因 とな った売 買契約 その他 の契約 か ら独 立 した、 別個 の債務 で ある とい うことで あ

る(統 一規則3条)。 かか る原則 の認 め られ る根拠 は、信 用状 を売買契約 な どの原 因

関係 か ら切 断す る ことによって、信 用状 の迅速 かつ 円滑 な取 引 をはか るこ とにあ る と

されてい る。独 立抽 象性 の原 則 の効 果 と して 、発行銀行 は、売 買契約上 の事 由(例 え

ば、売 主 による債務 不履 行)を もって、売主 に対 して支払 を拒 絶す る こ とはで きない。

また、発 行銀行 は、信 用状 開設契約 上の事 由(例 えば、 買主の破 産)を もって、 売主

に対 して支払 を拒絶 す るこ ともで きない。

厳格一 致 の原則 とは、 売主 の提供 す る書類 が信用状 に定 め られ た条件 と厳格 に一致

して いなけ ればな らない との原則 で ある。わが国 の判決 で、信 用状条件 と して包 装明

細書 が要 求 されて いるのに、包装 明細書 が独 立 の書類 とな って い ない 「重量 ・包 装お

よび品質明細書 」 を売 主が提供 した場合 に、 条件不 一致は ない と した もの があるが、

批判 があ る。信 用状取 引 にお いては すべ ての関係 当事者は書類 の取 引 を行 う もので あ

って、そ の書類 が かかわ る物 品の取 引を行 うものではな い(統 一規則4条)。 したが

って、銀行 は相応 の注意 を もって すべ ての書類 が信 用状条件 と文 面上一致 してい るか

どうか を点 検 ・確 認すれ ばよい。文 面上 相互 に矛盾 して い る書類 は信 用状条件 と文 面

上一致 して いない もの とみな され る(統 一規則13条)。

25『 荷 為 替 信 用 状 に 関 す る 統 一 規 則 お よ び 慣 例1993年 改 訂 版 』 も
、ICC日 本 委 員 会 か ら 入 手 で

き る 。 こ れ に 関 連 す るICCの 出 版 物 と し て 、 『標 準 荷 為 替 信 用 状 関 係 書 式 』(1994年)お よ び

『荷 為 替 信 用 状 取 引 の 手 引 き 』(1995年)が あ る 。1983年 版 統 一 規 則 に つ い て は 、ICCPublication

No.400の 他 、 朝 岡 良 平 編 著 『実 務 家 の た め の 逐 条 信 用 状 統 一 規 則 』(1985年);Balossini、

NORMEEDUSIUNIFORMIRELATIVIAICREDmDOCUMENTARI、4ed.1988参 照 。な お 、小

峰 登 『1974年 信 用 状 統 一 規 則(上)(下)』 は 、1974年 版 統 一 規 則 に 関 す る も の で あ る が 、 統
一 規 則 に つ い て き わ め て 詳 細 な 検 討 を して い る 文 献 で あ る。
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第七節 紛争解決

国際 取引(貿 易取 引 も含 めて)に 伴 う紛争 解決手段 の代表 的な もの は、訴 訟(裁 判)

と(国 際商 事)仲 裁 であ る26。 仲裁 とは、 当事者 の合 意 に よ り、第 三者 に紛争 の解決

を委 ね、そ の判 断 に当事 者が服 す る とい う裁 判外の紛争解 決制度 であ る。仲 裁 は、 裁

判 と比較 して、 一審限 りで時間 も余 りかか らず、費用 も比較的低廉 で あ り、判断 内容

が原則 と して非公 開で ある こ とな どの利点 があ る。韓 国におい て も、紛争解 決手段 と

して の仲 裁 の重 要性が認 識 されて お り、1999年 末 には 「仲裁 法」の改正 もな され てい

る27。

韓 国では仲裁機 関 として大韓商事仲裁 院 があ る。1966年3月 大韓 商工会 議所 のな

か に商事仲 裁委員会 が設 置 され たが、1970年3月 同委 員会 は社 団法人大韓 商事仲裁

協会 として独立 した機 関 とな った。1980年8月 同協会 は拡 大 ・改編 され て大韓商 事

仲 裁院 とな り、現在 に至 ってい る。同仲 裁院 の伸裁 規則 は二つ あ るが、一つ が大法 院

(最 高裁 判所)の 承 認 が必要 な 「仲裁規則 」で あ り、も う一 つが 同規則 の規定 に基 づ く

UNCITRAL仲 裁規則28に よる仲裁 のため の「UNCITRAL仲 裁 規則 に よる仲裁 管理規則 」

であ る。前者 の仲裁規則 は、UNCiTRAL仲 裁規則 を参 考 に してい る とされ る。

大韓商 事仲裁 院 による処理事件 数(1999年)に ついて み る と、総 受付 事件数150

件 の うち国際事件 は40件 で、前年 度 よ り32パ ーセ ン トもの減 とな って いる。国際事

件40件 の うち、韓 国 の当事者 が他 国の当事 者 を相手 に申 し立 てたのが27件 で、他 国

の当事者 が韓 国 の当事 者 を相 手 に申 し立 てた のが13件 とい う状 況で あ る。前 者(27

件)の 請求額合 計は3300万 ドル であ るの に対 して、後者(13件)の 請 求額合 計 は5600

万 ドルで ある。国家別 件数で は、 ア メ リカが32件 と最 も多 く、 日本は8件 とな って

いる29。 日韓 間の動 きと して は、1973年10月 に、大韓 商事仲裁 院 と国際 商事仲裁 協

会3。との間 に商事仲裁協定 が締 結 されて お り、 同協定1条 は 「両協 会 は、 それ ぞれ、

26国 際取引 にともな う紛 争の解決 については
、例 えば、石川明 ・小島武司編 『国際民事訴訟法』

(1994年)参 照。なお、本報 告で言及 している仲裁法規 は、国際商事 仲裁協会編 『仲裁 法規集 』

にもれな く収録 されてい る。
27韓 国にお ける仲裁 については

、以下の文献な ど参照。松浦馨 「韓国国際商事仲裁制度 の概観(1)
～(3)」JCAジ ャー ナル41巻9号 ～11号(1994年);金 祥深 「韓国改正仲裁法(1)～(4)」JCA

ジャーナル47巻8号 ～11号(2000年)。
28UNCITRAL仲 裁規則 については

、高桑昭 『UNCITRAL仲 裁規則 』(1979年)1頁 以下;同 「国
際商取引法委員会仲裁規則」小島武司他編 『注解 仲裁法』(1988年)所 収879頁 以下、など参

照。
29大 韓商事仲裁院 による仲裁判断の具体例にっいては

、たとえば、以下の文献参照。角矢訳 「大韓

商事仲裁院の仲裁判定事例一 品質不良による損害賠償請求事例」JCAジ ャーナル30巻2号(1983
年)10頁 以下、同 「大韓商事仲裁 院の仲裁判定事例一契約不履行による損害賠償 請求」JCAジ

ャーナル30巻3号(1983年)26頁 以下、同 「大韓商事仲裁院の仲裁判定事例一 品質不良を原

因とする損 害賠償」JCAジ ャーナル30巻5号(1983年)31頁 以下、同 「大韓 商事仲 裁院の仲

裁判定事例一代理店 でも貿易内容に沿 う責任 を」JCAジ ャーナル30巻6号(1983年)28頁 以

下、同 「大韓商事仲裁院の仲裁判定事例一輸 出代行 商社の責任問題」JCAジ ャーナル31巻2号

(1984年)14頁 以下。
30国 際商事仲裁協会(JapanCommercialArbitrationAssociation)は

、商事紛争 の解決を図 り、外
国貿易 を促進 して、わが国の産業経済の確立に資するために1950年 に設置され た協会であ る。

本協会 にもホームページ があるが、そのア ドレスは以下の通 りであ る。http:〃www.jcaa.onjp1
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大韓 民国 と日本 との間の経 済取 引 を行 う企業 に対 して、それ ら企 業間 の契約 に…仲裁

条項 をそ う入 す るよ う勧 告 する」 もの と してい る。 また、韓 国 も、わ が国 と同 じく、

「外 国仲裁 判 断の承認及 び執行 に関す る条約 」(ニ ュー ヨー ク条 約)の 当事国 とな って

い る。
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